
消費者トラブルで困ったときは 苫小牧市消費者センターへ 
住所：苫小牧市若草町３-３-８ 市民活動センター３階 

受付：平日８時４５分～１７時１５分 

第２・第４金曜日は、２０時００分まで（夜間は予約制） 

電話：３３－６５１０又は局番なし１８８

発行/苫小牧市消費者被害防止ネットワーク事務局 

（苫小牧市市民生活部市民生活課消費生活担当 ☎32-6306）

ＮＯ.４５ 令和８年３月２５日発行 
消費者被害防止

消費者庁 消費者ホットライン１８８ 

 イメージキャラクター イヤヤン 

・引越事業者が養生せずに荷物を運び出したため、廊下や階段のクロス、床やドアに多数の傷

が入った。⇒引っ越し後に傷や故障に気付いても、それが引っ越しに起因するものと特定し

づらい。 

・見積り時、エアコンの脱着作業に関する当日費用や高所作業に伴う追加費用の説明がなく、

引っ越し当日になって請求された。⇒見積りの時点では、追加料金など契約内容の確認や理

解が十分にできないことがある。 

・オンライン上で見積りを取り契約したが、荷物がトラックに乗り切らず積み残された。⇒オ

ンライン見積りでは、荷物量などの詳細な情報を全て把握して引越事業者に伝えることが難

しい。 

・複数の引越事業者から見積りを取った際、段ボールを置いていった事 

業者がいた。その事業者と契約しなかったところ、段ボールをこちら 

の費用負担で返送するよう言われた。⇒段ボールは、引越事業者がサ 

ービスで置いていったものと勘違いすることがある。 

進学や就職などで新生活を迎える人も多い春。この時期になると、引っ越しに伴う
消費者トラブルがたびたび起きることから、国民生活センターでは注意を呼び掛けて
います。 

・傷や故障のトラブルに備えて引っ越し前後の状況を写真等で記録しておく。 

・引越事業者から渡される約款や見積書等の関係書類をしっかりと読み、疑 

問点や不明な点は必ず事前に確認する。 

・見積りの際には、荷物の量やサイズ、搬入経路などを正確に伝える。 

・契約締結前に段ボール等の資材の提供を受ける際は、その取扱条件を確 

認する。 

・時間に余裕を持って複数の引越事業者から見積りを取る。 



〔お問合せ〕 

苫小牧市市民生活部市民生活課消費生活担当 

住  所：若草町３丁目３番８号 市民活動センター３階 

電  話：３２－６３０６

悪質商法・特殊詐欺被害の未然防止に役立つ「自動通話録音機器」の貸出しを募集
します。 
自動通話録音機器は、現在お使いの電話機に取り付けるだけで、警告音声が流れ、
その後自動で会話内容が録音されます。また、警告音声を聞いた相手が電話を切る効
果も期待できます。後を絶たない悪質商法や特殊詐欺の被害を未然に防ぐため、自動
通話録音機器を使ってみませんか。 

■貸出対象  満７０歳以上の高齢者の居住する世帯 
■募集期間  令和 8年４月6日（月）～４月３０日（木） 
■貸出期間  令和 9年３月３１日（水）まで 
■貸出台数  ６０台（１世帯につき１台。応募多数の場合抽選） 
■申込方法  申込書、身分証明書のコピーを直接持参又は郵送

令和8年３月１9日（木）、市民活動センター

において苫小牧市消費者被害防止ネットワーク定

例会議を開催しました。会議では、令和7年度の

活動報告の後、令和8年度の取組について協議し

ました。令和8年度は、年金支給日に合わせた街

頭啓発などの取組を継続するほか、５月３０日

（土）にイオンモール苫小牧において、消費者セ

ンター出張相談会を実施する予定です。また、関

係機関と積極的に情報交換しながら、連携を強化

していくことが共有されました。今後も消費者被

害の未然防止や早期解決のための活動を積極的に

行っていきます。 

詳しくは市HPで↓ 


